
９月２６日臨時総会を開催します
管理会社の見直し &使用細則を提案

過ごしやすい季節になりましたこの時期、エ

ステート大通管理組合は快適なマンションづくり

のため、臨時総会を９月２６日に開催します。

議題は、【第１号議案】管理会社の見直しに

関する件と、【第２号議案】管理組合使用細則

に関する件の２つです。臨時総会で提案する

両議案とも当マンション管理規約第４８条(総会

の議決事項)による「使用細則の制定」および

「管理委託の変更又は解除」に基づいて行い

ます。臨時総会の開催は、８月１２日に開いた

理事会において話し合いました。

使用細則は、マンション等の区分所有建物

での共同生活を円滑に行うために定めたルー

ルで、管理規約(規約)をより詳細に規定したも

のです。当マンション使用細則は、今年４月２４

日に区分所有者のみなさまに配付し、既に準

用しています。

また、現在のエムエムエスマンションマネー

ジメントサービス(株)=MMS=の管理会社の見直

しは、これまで３０数年管理を委託してきたこと

から、今後は新たな管理体制構築のため管理

会社の見直しを図ってまいります。

二面もご覧ください。

エステート大通ニュース
ホームページ http://est18s.kei1.org/

管理組合

管理費などは遅滞なく「振込｣でお願いします。快適なﾏﾝｼｮﾝﾗｲﾌを
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臨時総会のご案内

■日時 ９月２６日(土)午前１０時

■会場 当マンション４階４０２号室

浅井行政書士事務所内

※なお、出欠については「出欠確認書」を

９月２１日(月)までに必ず提出ください。

ぜひ
参加ください
待ってま～す



第27期臨時総会の議案

第１号議案 管理会社見直しに関する件

日常管理はじめ将来計画可能な体制の構築を

現在の当マンション管理は、MMSと管理委

託契約および業務請負契約の２つの契約で執

り行っています。契約終了は平成２８年２月２９

日です。当マンションはMMSと相当長期にわた

って管理委託等を契約してきました。当マンシ

ョンは開設から３５年が経っており、建物内外に

おける老朽化も進み、今後のマンションの管理

運営、さらに修繕計画等において管理運営体

制の再構築が必要になってきています。

今回の議案では、MMSとの管理委託契約お

よび業務請負契約を期間満了の平成２８年２

月２９日をもって終了することと、併せて新たな

管理会社の選定作業について理事会一任を

提案しています。

先の理事会においては、管理会社の選定を

「日常管理の実務を委託方式により管理会社

に委託する」として、その場合は、単なる委託

費用だけでなく、管理会社のソフト面となる管理

実績、経営内容、管理員研修、付帯サービス、

緊急時の対応力などを総合的に判断します。

管理会社の選定では、マンション管理に当たっ

ての提案や、建物改修などの将来性を考慮し

たマンション管理

などの専門的知

識をはじめコンサ

ルタントを兼ね備

えた管理会社と

します。

管理会社との契約は国の指針で

現行の管理会社との契約は「委託」と「請

負」の２つの契約を取り交わしていますが、今

後の契約に当たっては、国土交通省が定める

「マンション標準管理委託契約書」に基づき、

従前の２契約を一つにします。これはマンション

管理を業者に委託する際に、管理組合と業者

との間で管理委託契約書を交付する場合の指

針として作成されたものです。管理組合の業務

は多岐にわたり、専門性もあり、これらの業務は

専門の管理業者に委託することになりますが、

これを管理委託契約といいます。責任所在を

一つにすることでマンション管理と運営が一体

化することになります。

第２号議案 管理組合使用細則に関する件

安全で快適なマンションライフに必要なルール

当マンションは、今年１月１５日の定期総会

で３５年前に作成されたマンション等の区分所

有建物での共同生活を円滑に行うために定め

られたルールである管理組合規約(規約)を全

面的に改定しました。

その後、マンションの使用に関する細部を決

めた「使用細則」の制定について理事会でまと

め、４月２４日付で区分所有者のみなさまに配

付し、当面準用することできました。

使用細則の制定は、規約において総会事項

となっておりますので、今回の臨時総会に提案

します。マンションには管理規約と使用細則が

必要ですが、その違いは概ねこうなると思いま

す。管理規約が建物の管理または使用につい

てのマンションの『憲法』とすれば、使用細則は、

トラブルを未然に防止し、安全で快適なマンシ

ョンライフを確保するための『より身近で細かな

ルールブック』となるものです。


